
[迅速審査] [通常審査]

No

終了／中止
報告書の提出

異議申立／再審査申請

研究倫理審査申請フローチャート（1）
＜本学関係者のみで研究を行う場合＞

審
査
会
に
よ
る
審
査

承認された研究計画を
変更する場合は、
事前に、実施計画変更書
を提出してください。

Yes
研究計画の変更

実施計画
変更書の提出

承認となった課題は
研究を開始できます。
条件付承認の課題は、
条件充足確認後の
研究開始となります。

承認 条件付承認 変更の勧告 不承認 非該当

研究責任者が研究倫理審査が必要と判断
※必要かどうかの判断については、審査会HPを確認してください。

研究開始

事前審査が原則です。
必ず研究開始前に
申請してください。

申請書類を事務局で確認し、審査会委員長が審査方法を判断します。

研究責任者が申請書類を作成し、事務局に提出
※申請書様式・雛型は審査会HPからダウンロードできます。

条件充足 計画変更

審査委員が申請書類の審査を行
います。

※迅速審査の要件について
は、審査会HPを確認してく
ださい。

研究責任者は、申請内容説明の
ため審査会にご出席願います。

開催日程調整
※事務局より日程調整表を
送付します。

研究倫理審査会開催
※審査会にて、申請内容の
説明をお願いします。

学長から研究責任者へ審査結果を通知



研究倫理審査申請フローチャート（2）
＜多機関共同研究の場合＞

研究代表者*は？

研究代表者は本学研究者 研究代表者は他機関研究者

一括審査を
行う？

一括審査を
行う？

Yes No

本学での一括審査
研究代表者は、「研究倫理
審査申請書」等の申請書類
に、他機関からの「一括審
査依頼書」を添付して、事
務局に提出

No Yes

他機関での一括審査
研究責任者は、「研究倫理一
括審査申請書」に、研究実施
計画書等の書類を添付して、
事務局に提出

各機関での個別審査
研究責任者は、「研究倫
理審査申請書」等の申請
書類に他機関での審査の
状況を記入して、事務局
に提出

申請書類を事務局で確認、審査会委員長が審査方法（迅速審査
／通常審査）を判断し、審査を行う

学長から研究責任者へ審査結果を通知

申請書類を事務局及び審査会
委員長で確認、学長から他機
関への審査依頼を許可

他機関での一括審査終了後、
当該審査結果、審査過程のわ
かる記録及び当該倫理審査委
員会の委員の出欠状況を本学
事務局に提出

研究責任者は、他機関の研究
倫理審査委員会へ必要書類を
提出

*研究代表者：多機関共同研究を実施する
場合に、複数の研究機関の研究責任者を
代表する研究責任者。

■担当者連絡先■

研究・社会連携課 野原
内線：7564
E-mail：research-ethics@ml.wakayama-u.ac.jp

（以降はフローチャート（1）参照）

学長が必要と認めた場合は、
審査会で審議

学長から研究実施の可否を通
知
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